
 

 

 

 

自転車交通ルールの広報啓発及び指導警告等の推進について 

１ 要旨・目的 

  自転車の交通ルールの周知及びその遵守を促し、交通事故の抑止を図るもの。 

 

２ 現状・背景 

  全国的に交通事故件数の総数は減少傾向にある中、自転車が関連する交通事故件数は横

ばいで推移しており、その構成比は増加傾向にあるほか、自転車の死亡・重傷事故のうち

約４分の３には自転車側にも法令違反が認められる。 

  このような状況を踏まえ、道路交通法の改正により、令和６年 11月に自転車の酒気帯

び運転及びながらスマホに対する罰則が施行されたほか、令和８年４月からは自転車の交

通違反に対する交通反則通告制度の施行が予定されている。 

このため、自転車の交通ルールについての広報啓発及び指導警告等を推進し、交通ルー

ルの周知及び遵守の徹底を図るとともに、「なくそう交通事故・アンダー６０作戦」の目

標達成に向けて自転車事故の抑止を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

３ 概要 

本年５月に自転車マナーアップ強化月間を実施するなど、関係機関・団体等と連携し、

年間を通じて自転車の交通安全対策を推進しているところであるが、本年については、更

に 10月を「自転車広報啓発・指導警告強化月間」に指定し、取組の強化を図っている。 

(1)  広報啓発及び交通安全教育 

ア 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の概要等の周知 

イ 警察庁作成の自転車ルールブック等の活用 

ウ ヘルメット着用等の広報啓発 

エ 中高校生等に対するｅラーニング交通安全教育 

オ 複数回検挙された違反者に対する自転車運転者講習の実施 

カ 外国人の自転車利用者に対する交通安全教育等の推進 
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 資料番号     １ 

自転車関連事故件数及び構成率（全国） 
自転車の死亡・重傷事故に 
おける自転車側の法令違反 

（全国、令和６年） 



 

(2)  街頭における指導警告活動 

ア 自転車指導啓発重点地区・路線等における街頭指導 

 

 

 

 

 

 

イ 自転車の交通違反に対する指導警告票の交付（県内、８月末現在） 

 

 

ウ 悪質・危険な交通違反に対する積極的な検挙措置（県内８月末現在） 

 

 

 

４ 今後の対応 

  広報啓発活動、交通安全教育、街頭における指導警告活動を継続的に推進し、自転車安

全利用の促進を図る。 

 

 

信号無視 右側通行 並進 一時不停止 無灯火 二人乗り 携帯電話使用 その他 合計
件数 785 1,971 4,020 2,558 2,198 856 1,245 1,098 14,731

違反種別

信号無視 遮断踏切立入 一時不停止 歩道通行 右側通行 酒酔い運転 酒気帯び運転 その他 合計
件数 5 33 31 54 51 7 216 33 430

違反種別

【広島南署、出汐地区】 【三次署、三次駅周辺】 










